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横芝光町農業委員会１月第１０回定例総会議事録

１．開催日時 令和６年１月９日(火) 午後４時～午後４時３０分

２．開催場所 横芝光町役場 第３会議室

３．出席委員 （１０名）

会 長 ４番 伊藤 靖雄

会長職務代理者 ８番 伊藤 博明

委 員 ２番 川島 理昭 ３番 永野 邦子

６番 花澤 成晃 ７番 向後 隆輝

９番 鈴木 茂樹 １０番 下高原 美津子

１１番 伊藤 裕児 １２番 秋葉 芳明

４．欠席委員 １番 小川 文彦 ５番 伊藤 直樹

５．農業委員会事務局職員

事務局長 高宮芳宏

農政班長 布施裕章

６．議事日程

日程第１ 議事録署名委員及び会議書記指名の件

日程第２ 議案第１号

農地法第３条の規定による許可申請に対する許否決定について

日程第３ 議案第２号

農地法第５条の規定による許可申請に対する県への意見について

日程第４ 議案第３号

令和５年度第１０次農用地利用集積計画（案）の承認について
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７．会議の概要

事務局 これより、令和６年１月第１０回農業委員会定例総会を開会し

ます。

はじめに伊藤会長よりご挨拶を申し上げます。

会 長 （伊藤会長挨拶）

ありがとうございました。

事議長

議 長

事務局

本日は、１番 小川 文彦委員、５番 伊藤 直樹委員より欠席

する旨の連絡がありましたので報告いたします。

本日の出席委員は、１２名中１０名です。過半数が出席していま

すので、会議規則第６条の規定により、本総会は成立しておりま

す。

それでは会議規則第４条の規定により、以後の議事進行につき

ましては、伊藤会長に議長をお願いいたします。

これより議事に入ります。

日程第１ 議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。会

議規則第１３条第２項の規定により、議長が指名することで、ご異

議ございませんか。

（異議なしの声）

ありがとうございます。異議なしでしたので、指名をいたしま

す。

７番 向後 隆輝委員、１２番 秋葉 芳明委員 にお願いし

ます。

会議書記には、いつもどおり事務局の布施班長を指名いたします

のでよろしくお願いします。

続いて日程第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可

申請に対する許否決定についてを上程します。事務局に議案の朗

読並びに説明をお願いします。

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する許否
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決定について

農地法第３条による許可申請書が提出されたので本会の議決を

求める。

令和６年１月９日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 靖雄

次のページをご覧ください。

今回の３条の許可申請は、４件です。

なお、譲受人と譲渡人は資料に記載のとおりです。

申請地の位置図を添付していますのでご覧ください。

１件目は、篠本字新八丁の畑３筆、８，６９９㎡です。

譲受人が法人を設立したばかりで、農地の賃借の契約が初めて

であり、農業経営としての判断を行うため、今回のように初回の賃

借契約のみ農地法の第３条で申請及び許可を得た後、これまで申

請人が個人で借りていた残りの農地については、農地中間管理機

構を通して賃借を進める予定です。今回の賃借は、譲渡人の父名義

の畑を賃借するものです。

２件目は、芝崎字東下の田１筆、４９２㎡です。

譲渡人から、これまで２０年以上に渡り農地に管理を行ってき

た譲受人が売買により所有権を移転する申請です。申請地が自宅

前に位置している譲受人が、今後の管理も継続していくことで協

議が調い、今回の申請となりました。許可後は、野菜、植木を栽培

する予定です。

３件目は、芝崎字沖の内の畑１筆、１３２㎡です。

譲渡人から、これまで２０年以上に渡り農地の管理を行ってき

た譲受人が売買により所有権を移転する申請です。申請地が自宅

前に位置している譲受人が今後の管理も継続していくことで協議

が調い、今回の申請となりました。許可後は、野菜を栽培する予定

です。

４件目は、長倉字吹廻の田２筆、１，３２４㎡です。

後継者がいないため、経営規模を縮小したい譲渡人から経営規

模拡大を目指す譲受人へ、売買により所有権を移転しようとする

申請です。許可後は、水稲を作付けする予定です。

以上、議案第１号の説明でございます。
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議 長

６ 番

議 長

２ 番

議 長

２ 番

ありがとうございました。ただいま議案第１号の説明並びに朗

読が終りました。はじめに１件目の案件について、担当委員の説明

を求めます。

６番 花澤です。法人の新規設立に伴い、営農面積の確保のため

農地を取得するものです。現地を確認したところ、ハウスでレタス

を栽培しており、これまでどおり耕作するため、問題ないと思われ

ます。よろしくお願いします。

ありがとうございました。説明が終りましたので、１件目の案件

についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、１件目の案件についての

採決を行います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を

求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。

次に２件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

２番 川島です。長年に渡り申請地の管理を任されていた譲受

人が、継続して管理するため、売買により所有権移転するもので

す。許可後に耕耘を行い、自給的に野菜を栽培する予定とのこと

で、問題ないと思われます。よろしくお願いします。

はい、ありがとうございました。３件目も同一の譲受人のため、

続いて説明をお願いします。

２番 川島です。この件は、案件２件目と同じ譲受人となりま

す。農業をしていない譲渡人に代わって長年に渡り申請地の管理

を任されていた譲受人が、継続して管理するため、売買により所有

権移転をするものです。現地を確認したところ耕耘されており、問
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議 長

事務局

議 長

題ないと思われます。よろしくお願いします。

はい、ありがとうございました。説明が終わりましたので２件

目と３件目一括して質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、まず２件目の案件につい

ての採決を行います。

２件目について、賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、ありがとうございます。

続いて、３件目の案件についての採決を行います。

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって２件目、３件目の案件については、原案のとお

り決定いたしました。

次に、４件目の案件について、担当委員は、小川 文彦委員です

が本日欠席ですので、事務局から補足あればお願いします。

本案件につきまして、小川 文彦委員より説明を受けておりま

す。「本件は、経営規模拡大を目指す譲受人が、売買により所有権

移転するものです。現地を確認したところ、耕耘してあり、問題は

ないと思われます。よろしくお願いします」とのことでした。

はい、ありがとうございました。説明が終わりましたので４件目

の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、４件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって４件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。

続いて、日程第３ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可
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事務局

議 長

申請に対する県への意見についてを上程します。

事務局に、議案の朗読並びに説明をお願いします。

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請に対する県へ

の意見について

農地法第５条による許可申請書が提出されたので本会の意見を

求める。

令和６年１月９日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 靖雄

次のページをご覧ください。

今回の５条の許可申請は１件です。

なお、譲受人と譲渡人はそれぞれ資料に記載のとおりです。

申請地は、屋形字広尾の畑１筆、９４８㎡です。

転用の目的は太陽光発電設備の設置になります。

申請地の位置図、公図、土地利用計画図を添付していますのでご

覧ください。

申請地は、横芝駅から南東へ約４.８㎞の位置にあります。
譲受人は匝瑳市にある会社で、県内各地で再生可能エネルギー

事業を行っております。申請地は屋形荒場地区に所在しており、宅

地化の状況が第３種農地と同程度まで進んでいる区域に近接する

農地として第２種農地と判断しました。

発電に用いるパネルは２４０枚、パワコンは１０台で、売電先は

東京電力です。

また、この土地は土地改良区の受益地から除外済であり、軽く転

圧をかけるのみで、砂利やコンクリート敷きにはしません。雨水は

地下浸透で処理します。

転用期間は令和６年４月１日から令和６年５月３１日までを予

定しております。

建設費等は、自己資金から賄う予定であり、金融機関の預金残高

証明書により必要な資金を確保していることを確認しております

説明は以上です。

ありがとうございました。ただいま、議案第２号の朗読並びに説

明が終りました。担当委員の説明を求めます。
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８ 番

議 長

事務局

８番 伊藤です。本件は、現地を確認したところ畑としての利

用はなされておらず、雨水は地下浸透とし、土地改良区の受益地

を除外申請中であることから問題はないと考えられます。よろし

くお願いします。

ありがとうございました。説明が終りましたので、本案件につ

いての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、本案件についての採決を

行います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めま

す。

（挙手全員）

全員賛成、よって議案第２号については、原案のとおり許可相当

として県知事に意見書を送付いたします。

次に、日程第４ 議案第３号 令和５年度第１０次農用地利用

集積計画（案）の承認についてを上程します。事務局に、議案の朗

読並びに説明をお願いします。

議案第３号 令和５年度第１０次農用地利用集積計画（案）の承

認について

農業経営基盤強化促進法等改正法附則第５条第２項の規定によ

りなおその効力を有するものとされる旧農業経営基盤強化促進法

第１８条第１項の規定により令和５年度第１０次農用地利用集積

計画（案）が提出されたので、本会の議決を求める。

令和６年１月９日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 靖雄

次のページをご覧ください。

今回の利用集積は、新規設定６件、再設定９件、所有権移転が４

件です。

利用権を設定する者と利用権設定を受ける者は、資料に記載の

とおりです。

利用権を設定する農地ですが、



8

１件目は、新井字矢井道の畑１筆、２８３㎡、期間は１０年間で

す。設定する権利は、賃借権です。

２件目は、新井字丘田の田１筆、２，２４２㎡、期間は約１０年

間です。設定する権利は、賃借権です。

３件目は、新井字丘田の田１筆、３，０１６㎡、字新田の田１筆、

２，８８８㎡、字矢井道の畑１筆、３８５㎡、期間は１０年間です。

設定する権利は、賃借権です。

４件目は、新井字丘田の田１筆、２，５２６㎡、期間は約１０年

間です。設定する権利は、賃借権です。

５件目は、新井字中町の田１筆、１，０１７㎡、期間は約１０年

間です。設定する権利は、賃借権です。

６件目は、谷台字西耕地の田３筆、２，５５７㎡、字東耕地の田

１筆、１，９１９㎡、合計４筆、４，４７６㎡、期間は約５年間で

す。設定する権利は、賃借権です。

続いて再設定ですが、１件目は、宮川字川向の田１筆、１９５㎡、

栗山字上野の田１筆、１，０５９㎡、期間は約６年間です。設定す

る権利は、賃借権です。

２件目は、原方字白銀の田１筆、１，３９８㎡、字関下の田２筆、

３，４４０㎡、合計３筆、４，８３８㎡、期間は約３年間です。設

定する権利は、賃借権です。

３件目は、栗山字篭作の畑１筆、１，７４０㎡、期間は１０年間

です。設定する権利は、賃借権です。

４件目は、北清水字袋の田１筆、２，０５６㎡、期間は約３年間

です。設定する権利は、賃借権です。

５件目は、木戸字九十八割の田１筆、１，５７６㎡、期間は約３

年間です。設定する権利は、賃借権です。

６件目は、長倉字荒久台の畑３筆、６４８㎡、期間は５年間です。

設定する権利は、賃借権です。

７件目は、長倉字荒久台の畑２筆、５１８.５７㎡、期間は５年
間です。設定する権利は、賃借権です。

８件目は、中台字桜前の畑２筆、６５３㎡、期間は５年間です。

設定する権利は、賃借権です。

９件目は、中台字桜前の畑２筆、９８０.１７㎡、期間は５年間
です。設定する権利は、賃借権です。
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議 長

続いて、所有権移転ですが

１件目は、牛熊字東耕地の田３筆、１，１７８㎡、牛熊字上宿の

畑１筆、３６６㎡、牛熊字宮台の畑２筆、１，１７２㎡、合計６筆

２，７１６㎡。

２件目は、原方字衣沖の田２筆、６００㎡。

３件目は、原方字鍋田の田４筆、３，３２７㎡。

４件目は、目篠字新堀前の田９筆、１，６０６㎡、原方字鍋田の

畑７筆、４，１３０㎡、合計１６筆、５，７３６㎡。

なお、本計画（案）につきましては、旧農業経営基盤強化促進法

第１８条第３項の要件を満たしていると考えます。

以上が議案第３号の説明です。

はい、ありがとうございました。ただいま、議案第３号の朗読並

びに説明が終わりました。

初めに新規設定の案件について、審議を行います。

１件目から５件目の案件については、利用権の設定を受けるも

のが同一であるのために、1件目から５件目までの一括しての質疑

を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、１件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、続いて、２件目の案件についての採決を行います。原

案のとおり賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、続いて、３件目の案件についての採決を行います。原

案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、続いて、４件目の案件についての採決を行います。原

案のとおり賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）
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全員賛成、続いて、５件目の案件についての採決を行います。賛

成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって、１件目から５件目までの案件については、す

べて原案のとおり決定いたしました。

次に、６件目の案件についての質疑を許します。質疑のある方は

挙手をしてお願いします。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、６件目の案件についての

採決を行います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を

求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって、６件目の案件については、原案のとおり決定

しました。

続いて、再設定の案件についての審議を行います。１件目の案件

についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、１件目の案件についての採

決を行います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求

めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって、１件目の案件については、原案のとおり決定

しました。

次に、２件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、２件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって、２件目の案件については、原案のとおり決定

しました。

次に、３件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）
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質疑ありませんので、質疑を終了して、３件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって、３件目の案件については、原案のとおり決定

しました。

次に、４件目と５件目の案件については、利用権の設定を受ける

ものが同一ですので、一括して質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、まず４件目の案件につい

ての採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、続いて５件目の案件の採決を行います。

原案のとおり賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって、４件目、５件目の案件については、原案のと

おり決定しました。

次に、６件目から９件目の案件については、これも利用権の設定

を受けるものが同一人物ですので、一括して質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、６件目の案件から採決を

行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって、６件目の案件については、原案のとおり決定

いたしました。

次に、７件目の案件についての採決を行います。原案のとおり賛

成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、７件目の案件については、原案のとおり決定いたし

す。

次に、８件目の案件の採決を行います。原案のとおり決定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。
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（挙手全員）

全員賛成、よって、８件目の案件については、原案のとおり決定

しました。

次に、９件目の案件の採決を行います。原案のとおり決定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって、９件目の案件については、原案のとおり決定

しました。

続いて、所有権移転の案件について審議を行います。１件目の案

件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、１件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって、１件目の案件については、原案のとおり決定

しました。

次に、２件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、２件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって、２件目の案件については、原案のとおり決定

いたしました。

次に、３件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、３件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって、３件目の案件については、原案のとおり決定

いたしました。
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次に、４件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、４件目の案件についての採

決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって、４件目の案件については、原案のとおり決定

いたしました。

以上で提案されました議案の審議はすべて終了いたしました。慎

重審議ご苦労様でした。ご協力ありがとうございました。

事務局 以上をもちまして、令和６年１月第１０回農業委員会定例総会

を閉会します。


